
令和７年度　自動車給油サービス契約（単価契約）
No. 項目名等 質問内容 回答内容

1 仕様書4-4 提供予定の給油カードには他の利用機能が付いており、その機能停止に際し、添付の書面の取り交わしをさせていただいておりま
す。入札後のご対応は可能でしょうか。
また書面の取り交わしが困難な場合、協議書等での補完は可能でしょうか。

当社指定の契約書等以外のその他書面については、取り交わしの可否を含めて契約締結後の協議となります。
なお、仕様書4-4のとおり、やむを得ず給油サービス以外のサービスも取扱可能な給油カード又はクレジットカード機
能が付帯された給油カードを発行する場合は、給油カードの券面に「給油、洗車及び室内清掃以外は使用不可」
の旨を表記してください。

2 仕様書4-10 提供予定の給油カードでは盗難保険は付保されておりませんが、盗難時、警察への届け出をいただくことで、保険相当の対応が
できる体制となっております。この対応で問題ございませんでしょうか。

仕様書4-4のとおり、給油カードには盗難保険を付保してください。

3 仕様書4-12 参考見積では、2025年5月26日時点の全国平均価格を基に価格提出とされておりますが、実際の運用では、給油単価は全
国平均1-3週の平均（ハイオク単価は、レギュラーガソリン単価に一定額を加算）を基準とした設定となりますが、問題ございま
せんでしょうか。

給油単価の算出方法は仕様書4-12のとおりです。
なお、「受注者が指定する週の全国平均単価」の算出方法については、契約締結後の協議となります。

4 提出書類として「給油サービスに関する上記チェック欄の内容を確認できる書類（パンフレット等）」とございますが、添付の資料
で問題ないでしょうか。

競争参加資格確認申請に基づき提出された書類により判断いたします。

5 各種書面における捺印は、登録印が必須となりますでしょうか。 入札者に対する指示書様式１記入例①[本書作成にあたっての留意事項]（２）①に記載のとおり、入札書には
契約書に用いる職印を押印してください。
なお、その他の書類については押印は不要となります。


